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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
４５μｍ以下の平均粒度および２．０ｇ／ｃｍ３以下の密度を有し、かつアミノ酸、糖、
有機酸、有機酸塩及び尿素から成る群から選択される少なくとも１種から形成される粒子
を含む、微粒粉末あるいは粉末混合物を含有することを特徴とする、粉末噴射清掃処理用
薬剤として歯肉下の歯牙エナメルに対して使用される歯根表面清掃処理用混合物。
【請求項２】
前記粉末あるいは粉末混合物が少なくとも２種の微細物質を含むことを特徴とする、請求
項１に記載の歯根表面清掃処理用混合物。
【請求項３】
前記微細物質の１種がシリカゲル、漂白剤、鎮痛剤、殺菌剤および／あるいは味覚成分の
中から選択されることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の歯根表面清掃処理
用混合物。
【請求項４】
前記微細物質が珪酸であることを特徴とする請求項３に記載の歯根表面清掃処理用混合物
。
【請求項５】
前記微細物質が、前記粉末の全量に関して、０．００１ないし５．０重量パーセントの範
囲内の量であることを特徴とする、請求項３または請求項４に記載の歯根表面清掃処理用
混合物。
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【請求項６】
前記有機酸塩が、アルカリ、アルカリ土類またはアンモニウム塩類であることを特徴とす
る、請求項５に記載の歯根表面清掃処理用混合物。
【請求項７】
前記微粒粉末あるいは粉末混合物が、グリシン、尿素、カリウム－Ｄ－グルコネート、フ
タール酸水素カリウムおよびアスコルビン酸ナトリウムの少なくとも１つを含むことを特
徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の歯根表面清掃処理用混合物。
【請求項８】
前記微粒粉末あるいは粉末混合物が加圧噴射装置によって放出されるものであることを特
徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の歯根表面清掃処理用混合物。
【請求項９】
９．６ｍｍ２の牛の歯根象牙質面に対して２．３ｍｍの距離から４．０バールの噴射圧で
１分間噴射を行った場合に、牛の歯根象牙質の損耗容積が０．０２２～０．４４１ｍｍ３

であるような、前記微粒粉末あるいは粉末混合物が選択されることを特徴とする、請求項
１～８のいずれか１項に記載の歯根表面清掃処理用混合物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は歯根表面に対する清掃処理において微粒粉末を使用することに関する。
【０００２】
第５から第７までの永久歯のほとんどが辺縁性歯周炎に侵されている。歯周病は細菌によ
って生じる。細菌が歯に付着すると、そこに細菌性プラークと呼ばれる生体膜がつくられ
、歯周ポケットが形成される。歯周病の特徴は歯牙周辺の柔軟組織の炎症、歯根表面の露
出、歯周ポケットの形成、および歯を支持している腺維器官並びに歯槽骨の進行性崩壊で
ある。辺縁性歯周炎を処置しないで放置しておくと、最終的に歯を失うことになる。細菌
性プラークの無機質化作用によって生じる歯石は、それ自体病原性のものではない。しか
し通常これは活性を有する細菌性プラークに覆われている。
【０００３】
歯周炎治療の重要な目的は、歯支持器官の進行性崩壊を阻止すること、およびそれによっ
て歯周病による歯の損失を防ぐことである。このためには、歯肉の縁の上部（歯肉上）だ
けでなく、でき得る限り歯肉の縁の下部（歯肉下）に至るまで、全ての歯牙表面から細菌
性プラークおよび歯石をきれいに取り除く必要がある。歯周病が進行している場合、歯肉
下の歯根部分を完全に清掃するためには、付加的に歯周組織を外科的に繰り返し処置する
必要がある。これらの処置は歯周組織を短期間だけ回復させるに過ぎない。適切に口腔衛
生を行っていても、数ヶ月以内に、ほとんど完全に、歯周ポケットに細菌が住み着き始め
る（Ｈａｆｆａｊｅｅ他、１９９７、Ｊ Ｃｌｉｎ Ｐｅｒｉｏｄｏｎｔｏｌ ２４：３２
４－３３４）。従って歯周組織を健全に維持するためには、新たに形成されるプラークを
３ないし６ヶ月の間隔で専門家の手によって除去しなければならない（Ａｘｅｌｓｓｏｎ
およびＬｉｎｄｈｅ、１９８１、Ｊ Ｃｌｉｎ Ｐｅｒｉｏｄｏｎｔｏｌ ８：２８１－２
９４）。この歯周病の予防治療には、主にキュレットや音波ないしは超音波スケーラーが
用いらる。このような器具の使用においては、使用者に対して高度な技術が要求される一
方で、患者には不快感を与える。また歯周病の予防治療の範囲で清掃を繰り返し行ってい
ると、歯根が損耗し、この損耗は累積的に重大な臨床域に達し、知覚過敏、歯根の虚弱化
、最終的には歯根管組織の穿孔および歯の欠落という危険性を招くことになる（Ｚａｐｐ
ａ他、１９９１、Ｊ Ｐｅｒｉｏｄｏｎｔｏｌ ６２：７５０－７５４、Ｆｌｅｍｍｉｇ他
、１９９８、Ｊ Ｐｅｒｉｏｄｏｎｔｏｌ ６９：５４７－５３３）。
【０００４】
歯肉縁上の歯牙表面は粉末－空気－水（ＰＬＷ）－噴射によって非常に効率的に清掃する
ことができる（ＵＳ－Ａ－４５－９５３６５）。ＰＬＷ－噴射装置において従来使用され
ている噴射薬剤（炭酸水素ナトリウム）は、その削剥性に関して、歯のエナメル質部分の
清掃に対しては問題がないが、歯根部分の清掃に対して使用した場合には短時間の内に確
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実に重大な臨床的損傷を招く（Ｂｏｙｄｅ、１９８４、Ｂｒｉｔ Ｄｅｎｔ Ｊ １５６：
２８７－２９１）。辺縁性歯周炎の場合、歯根が露出した状態となるために、歯周病の予
防治療において従来一般的に使用されてきた噴射薬剤を用いたＰＬＷ－噴射は、使用が限
定される。
【０００５】
ＧＢ－１４８０５９４には水噴射による歯の清掃法が記載されている。この場合、水には
、歯の硬質部分（エナメル質部分）の破壊を回避できる程度の硬さの粒子が含まれている
。これに対して、乳酸カルシウム、結晶状の果実酸、デキストリン、ゼラチン、結晶状の
弱酸、鉱物塩および骨膠質が例示されている。しかしこの方法は、挙げられている物質が
いずれの場合も歯肉下の歯の硬質部分の清掃には不適合であるという欠点を持っている。
【０００６】
そこで本発明は、歯根表面、すなわち歯肉下の歯の硬質部分の清掃に対して保護性のある
、そして扱いやすい薬剤および方法を提供することを課題として出発した。
【０００７】
この課題は請求の範囲に記載の粉末ないしは粉末混合物を調合して使用することによって
解決される。
【０００８】
本発明に使用する粉末は次ぎのような削剥性を有することが望ましい。すなわち本発明に
使用する粉末の場合、その削剥作用によって生じる歯根部の象牙質の損耗を、従来歯肉縁
上の歯牙表面の清掃に対して一般に用いられている、たとえば約５５μｍの平均粒度を有
する炭酸水素ナトリウムを基本とする粉末ないしは粉末混合物の場合よりも、５０％以上
小さく抑えることができることが望ましい。
【０００９】
驚くべきことに、上記の条件を満たす粉末ないしは粉末混合物は歯根部の象牙質の清掃に
非常に適していること、しかもその場合に健康な歯根部分の損耗は認められないことが、
確認された。
【００１０】
治療者は当該粉末ないしは粉末混合物を用いて次ぎのように治療を行う。すなわち清掃す
べき個所に向けて短時間粉末噴射を行うことによって、歯根部の象牙質を清掃する。この
場合に、従来の処置方法では予め外科手術によって歯肉を切開しておかなければならなか
ったが、本治療では粉末噴射は歯周ポケット内に数mmの深さまで達し得るので、その必要
がない。これは、治療者にとっては著しい時間の節約であり、局所麻酔無しで済ますこと
さえできるので、患者にとっては負担が著しく軽減される。
【００１１】
次に本発明をさらに詳しく説明する。
請求項の記載に基づいて本発明の範囲において使用することのできる粉末ないしは粉末混
合物は、歯牙分野において一般に用いられている粉末噴射装置を用いて放出することので
きるものである。
【００１２】
この場合に粉末ないしは粉末混合物は４５μｍ以下の平均粒度を有するもので、粉末ない
しは粉末混合物の粒度は０．０１μｍないし４５μｍの範囲内であるのが好ましい。好ま
しい粒度は、０．０５ないし４５μｍ、特に０．１ないし４５μｍの範囲内にある。平均
粒度は３５μｍ以下であるのがよい。
この粉末ないし粉末混合物の密度は２．０ｇ／ｃｍ３以下である。
【００１３】
粉末ないしは粉末混合物の有効性は、歯根象牙質、すなわち歯肉下の歯牙硬質部分に対す
る粉末ないしは粉末混合物の削剥性の度合によって評価する。当該粉末ないしは粉末混合
物を使用して歯周組織を処理する場合に、歯根表面の清掃時間は約１分間である。これは
、この時間内においては歯根象牙質の損耗が実質的に生じないであろうということを意味
している。
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【００１４】
従って適切な粉末ないしは粉末混合物を選択するために、試験を行って、実験室条件下に
噴射薬剤の歯根象牙質に対する削剥性（磨損性）を求めた。この場合当該粉末ないしは粉
末混合物の削剥性は、９．６ｍｍ２ の牛の歯根象牙質面に対して２．３ｍｍの距離から
４．０バールの噴射圧で１分間噴射を行った後に求める。次いで顕微鏡下においてこの被
処理面を計測し、この計測データから牛の歯根象牙質の損耗容積を算出する。歯牙エナメ
ル質の清掃に対して一般的に用いられている市販の粉末（たとえばＡｉｒ－Ｆｌｏｗ粉末
、ＥＭＳ社）の場合、この試験において約１．２４ｍｍ３ の損耗が認められ、これは視
覚的にもはっきり確認することがでる。従ってこのような粉末を臨床において用いること
はできない。
【００１５】
ところが驚くべきことに、上記の先行試験によって選出された粉末ないしは粉末混合物は
、非常に小さい削剥性を示すに過ぎないが、この程度の削剥性であっても歯根象牙質上の
望ましくない付着物を除去するには十分であり、歯根表面に対して粉末噴射清掃を効果的
に実施することができることが確認された。
【００１６】
歯根表面の清掃に適する粉末として、たとえばアミノ酸、糖、有機酸およびその塩、特に
グリシン、尿素、フタール酸水素カリウムあるいはカリウム－Ｄ－グルコネートが挙げら
れる。この場合に粉末は０．０５特に０．１μｍないし４５μｍの範囲の粒度分布である
ものを用いることが好ましい。
【００１７】
自明のことであるが、二種類以上の粉末からなる粉末混合物も本目的に対して有用である
。この場合に混合割合は、基本的には任意であるが、二種類の粉末を使用する場合、混合
される粉末の質量に関して、１：１０ないし１０：１の範囲であることが望ましい。
【００１８】
上に例示した粉末全てに共通していることは、これらが通常、従来歯肉上の歯牙清掃に対
して用いられている粉末ないしは粉末混合物よりも、小さい密度を有するということであ
る。
【００１９】
実験の結果、さらに驚くべきことに、従来歯肉上の処置に対して用いられてきた粉末を非
常に細かく粉砕した場合には、すなわちその平均粒度を下げた場合には、これを歯根表面
の清掃に対しても有効に使用することができるということが判明した。
【００２０】
上に挙げた粉末は、歯根表面に対する清掃薬剤として使用するに当たっては、別の、微細
物質と混合することが望ましい。すなわちこれによって、得られる粉末混合物は、一般に
用いられている粉末噴射装置によって、非常に良好に、また非常に迅速に放出することが
できる。
【００２１】
このような微細物質として、たとえば高分散された珪酸が挙げられる。この場合これらは
約０．０７μｍの平均粒度を有することが望ましい。添加量は、粉末全量に関して、０．
００１ないし５．０重量パーセントの範囲内、特に０．０１ないし０．１重量パーセント
の範囲内であることが望ましい。
【００２２】
さらに、たとえば、シリカゲル、過ホウ酸塩（たとえば過ホウ酸ナトリウム）のような漂
白剤、フッ化ナトリウムのようなフッ化物を遊離する物質、アーチカインあるいはリドカ
インのような鎮痛剤、クロルヘキシジンあるいはトリクロサンのような殺菌剤、および／
あるいはクエン酸あるいはアスコルビン酸のような味覚成分などの微細物質を混合するこ
とも考えられる。添加量は、粉末全量に関して、０．００１ないし５．０重量パーセント
の範囲内、特に０．０１ないし０．１重量パーセントの範囲内であることが望ましい。
【００２３】
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混合される物質に応じて、ここに記載の粉末の使用範囲を拡大することができる。たとえ
ば味覚成分を使用することによって、患者の受容性を高めることができる。
【００２４】
粉末は必要に応じて表面被覆することもできる。有用な表面被覆剤として、澱粉、アルギ
ン酸塩、コラーゲン（ゼラチン）、ヒドロゲル、多価無水物、ポリエステル、ポリイミノ
カーボネート、ポリカプロラクトン、ポリアミノ酸、ポリホスファチンが挙げられる。こ
の場合ミクロカプセル生産技術を利用することが有効であることが判明している。
【００２５】
所望の削剥性を得るためには、結晶の調整の他に、表面構造も無視することができない。
結晶形態として、単斜晶系、斜方晶系、正方晶系および三斜晶系が好ましいことが確認さ
れている。
【００２６】
牛の歯根の準備および計測試験試験に対してそれぞれ新しく採取した牛の歯を３本使用し
た。まずその歯根部分を脱イオン水で洗浄した後、表面を研磨紙で磨いた。このようにし
て準備した牛の歯根を埋め込み材料（Ｒｅｐｒｏｇｕｍ－登録商標－、Ｅｓｐｅ社、ジー
ヘルト）に固定し、合成樹脂板で覆った。合成樹脂板は直径３．５ｍｍの円形の空所を有
する。次いで牛の歯根象牙質表面の露出部分に対して、適当な粉末ないしは粉末混合物を
含む粉末噴射装置（Ａｉｒｆｌｏｗ－登録商標－、ＥＭＳ社、ミュンヘン）を用いて、噴
射圧４．０バール、歯根表面から噴射ノズルまでの距離２．３ｍｍにおいて、噴射処理を
行った。それぞれの試験に対してその都度最高位まで満たした噴射タンクを使用した。
【００２７】
牛の歯根象牙質の損耗容積を求め得るために、型取り材（ＤｉｍｅｎｓｉｏｎＧａｒａｎ
ｔ－登録商標－、Ｅｓｐｅ社、シーヘルト）を用いて噴射処理面の型取りを行った。この
場合損耗容積に対応してネガティブの半楕円形が得らるが、これに対して光学顕微鏡の下
においてその軸に沿って計測を行い、そのデーターに基づいて下記の計算式に従って損耗
容積を算出した。
． 損耗容積＝２／３πａ・ｂ・ｃ
【００２８】
実施例Ｉ：本発明による粉末混合物Ｉの製造
グリシン（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形粉砕器中において３
分間粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次いでこのようにして
得られた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０．３６ｇと混合し
、この混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００２９】
実施例II：本発明による粉末混合物IIの製造
カリウム－Ｄ－グルコネート（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形
粉砕器中において４分間粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次
いでこのようにして得られた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）
０．６３ｇと混合し、この混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３０】
実施例III ：本発明による粉末混合物III の製造
フタール酸水素カリウム（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形粉砕
器中において３分間粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次いで
このようにして得られた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０．
７９ｇと混合し、この混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３１】
実施例IV：本発明による粉末混合物IVの製造
尿素（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形粉砕器中において２分間
粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次いでこのようにして得ら
れた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０．１８ｇと混合し、こ
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の混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３２】
参考例Ｉ：粉末混合物Ｖの製造
炭酸水素ナトリウム（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形粉砕器中
において２．５分間粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次いで
このようにして得られた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０．
１９ｇと混合し、この混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３３】
実施例Ｖ：本発明による粉末混合物VIの製造
アスコルビン酸ナトリウム（Ｆｌｕｋａ社、ダイゼンホーヘン）１００ｇをメノウ円形粉
砕器中において１分間粉砕し、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次い
でこのようにして得られた粉末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０
．９ｇと混合し、この混合物を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３４】
参考例II：粉末混合物VII の製造
Ａｉｒ－Ｆｌｏｗ粉末（ＥＭＳ社）１００ｇをメノウ円形粉砕器中において１分間粉砕し
、乾燥させた後、４０μｍの篩を通してふるい分けた。次いでこのようにして得られた粉
末をＨＤＫ－Ｈ－２０００（Ｄｅｇｕｓｓａ社、ハナウ）０．９ｇと混合し、この混合物
を６０μｍの篩を通して再度ふるい分けた。
【００３５】
比較例：本発明によらない比較用粉末
製造者によって提供されたＡｉｒ－Ｆｌｏｗ粉末（ＥＭＳ社）１００ｇをそのまま使用し
た。
【００３６】
上記において得られた粉末混合物ないし、並びに比較用粉末を粉末噴射装置（Ａｉｒｆｌ
ｏｗ－登録商標－、ＥＭＳ社、ミュンヘン）内に充填し、上に記載されているように使用
した。牛の歯根象牙質の損耗量はそれぞれ表１の記載の通りである。
表１における、粉末混合物Ｉ－IVは本発明の実施例Ｉ－IVで、また粉末混合物VIは本発明
の実施例Ｖで得られたものであり、粉末混合物Ｖ及びVIIはそれぞれ参考例Ｉ及びIIで得
られたものである。
【００３７】
【表１】

【００３８】
この場合に使用可能な粉末の密度は、一般的に用いられている参考書に挙げられている値
に符合するが、それぞれの結晶構造によって左右される。粒度の分布および平均粒度は専
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門家に周知の方法、たとえばふるい処理あるいは顆粒計量器（たとえばＳｉｌａｓ社）に
基づいて測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、損耗容積算出用の半楕円面のダイアグラムを示す。

【図１】
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